
市政情報ピックアップ

●国民年金保険料の納付が困難な人の免除申請

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できるだ
け郵送での提出をお願いします。
※申請書等の詳細は、日本年金機構のホームページ
　又は右記二次元コードからご確認ください。

●国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免申請

新型コロナウイルス感染症の影響による減免等について

　令和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少している人については、臨時特例措置と
して本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きで、国民年金保険料免除の手続きが可能になりました。

▼申請方法
　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の
申立書」を記入の上、年金事務所又は健康保険課へ郵
送してください。

問税務課市民税係☎㉒８３９６（市役所１階）

問日本年金機構日田年金事務所☎㉒６１７４
　健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１（市役所１階）

●国民健康保険・後期高齢者医療の傷病手当金の支給申請
　新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため会社等を
休み、給与の全部又は一部を受け取ることができない被用者（雇われている人）に傷病手当金を支給します。

問大分県後期高齢者医療広域連合☎０９７-５３４-１７７１
　健康保険課国保・年金係☎㉒８２７１（市役所１階）

▼減免の対象となる人
①世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染
症によって死亡又は重篤な傷病を負った場合（全額
免除）
②世帯の主たる生計維持者の収入が新型コロナウイル
ス感染症の影響によって減少した場合（全額又は一
部を減額）

▼収入減少による減免の基準
①世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前
年の10分の３以上であること

②世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が１千万
円を超えないこと

※介護保険料には②の要件はありません。
③世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる所得以外
の前年の所得の合計額が４００万円以下であること

▼申請に必要なもの
　収入減少が分かる資料（帳簿、廃業届、給与明細
等）、身分証明書、マイナンバーが分かるもの、印
鑑、預金通帳

※雇用保険（失業保険）を受給されている人は、減免の対象
にならない場合があります。
※詳細は下記にお問い合わせください。

▼支給対象期間
　労務に服することができなくなった日から起算して３
日を経過した日から労務に服することができない期間
のうち、就労を予定していた日

▼支給額
　直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日
数×３分の２×支給対象日数

※給与等の全部又は一部を受け取ることができ、その金額が
上記の支給額より小さい場合は、その差額を支給します。
※支給額には上限があります。

▼適用期間
　令和２年１月１日～９月30日の間で、支給対象の初
日がこの間に属していること（入院が継続する場合等
は最長１年６か月まで）

※支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場
合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染症の影響によって主たる生
計維持者の収入が減少した場合等に、各保険料（税）
の減免申請ができます。

　市公式ラインのトーク画面又は右記二次元コードから、新型コロナウイルス感染症に対する支援情報をまと
めたサイトが閲覧できますのでご確認ください。
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くらしの情報【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容が変更する場合があります。二次元コードで確認を！

お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る

お
知
ら
せ
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
中
止
と

な
っ
た
イ
ベ
ン
ト
情
報
や
そ
の
他
の
ご
案

内
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
開
催
中
止
イ
ベ
ン
ト

①
屋
久
島
町
子
ど
も
交
流
事
業

問
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
公
共
交
通
・
交
流
係

　
☎
㉒
８
３
５
６
（
市
役
所
６
階
）

②
定
例
行
政
相
談
（
６
月
分
）

問
総
務
課
行
政
係

　
☎
㉒
８
２
３
３
（
市
役
所
１
階
）

■
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
ご
案
内

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
と
は
、
医
療
機
関
へ
受

診
す
る
こ
と
な
く
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
を
用
い
て
、
診
察
や
投
薬
を

受
け
る
方
法
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
医
療
機
関
で

の
受
診
を
自
粛
し
て
い
る
市
民
の
皆
さ
ん

も
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
よ
る
受

診
を
希
望
す
る
人
は
、
日
田
市
医
師
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
を

確
認
の
上
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
日
田
市
医
師
会

　
☎
㉔
２
２
２
８

　
健
康
保
険
課
保
健
医
療
係

　
☎
㉔
３
０
０
０
（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

■
労
働
保
険
年
度
更
新
期
限
の
延
長

労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
）
は

毎
年
、
年
度
更
新
手
続
期
間
中
に
前
年
度

の
保
険
料
の
確
定
精
算
を
行
い
、
新
年
度

の
概
算
保
険
料
の
申
告
・
納
付
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
今
年
度
の
年
度
更
新
手
続

期
限
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
延
長
し
ま
す
。

・
労
働
保
険
年
度
更
新
期
限

　
８
月
31
日
㈪

※
労
災
保
険
率
及
び
労
務
費
率
（
建
設
業
の

み
）
、
雇
用
保
険
率
及
び
一
般
拠
出
金
率
は

平
成
31
年
度
か
ら
変
更
が
あ
り
ま
せ
ん
。

問
大
分
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　
☎
０
９
７
‐
５
３
６
‐
７
０
９
５

　
日
田
労
働
基
準
監
督
署
☎
㉒
６
１
９
１

　
商
工
労
政
課
雇
用
・
労
働
環
境
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

■
就
学
援
助
制
度
の
申
請
に
つ
い
て

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難

な
家
庭
に
対
し
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食

費
な
ど
の
費
用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
世
帯
の
人
も
所

得
要
件
に
該
当
す
れ
ば
支
給
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

※
通
常
は
前
年
中
の
所
得
で
審
査
を
し
ま
す
が
、

対
象
の
家
庭
は
現
在
の
収
入
で
審
査
を
行
い

ま
す
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
学
務
係

　
☎
㉒
８
２
２
１
（
市
役
所
別
館
２
階
）

看
板
（
屋
外
広
告
物
）
の

落
下
事
故
が
発
生

市
内
で
看
板
の
落
下
事
故
が
発
生
し
ま
し

た
。
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る
看
板
等
が
強

風
や
地
震
に
よ
っ
て
、
落
下
す
る
危
険
性

が
あ
り
ま
す
。
看
板
等
の
所
有
者
や
管
理

者
は
、
良
好
な
状
態
を
保
持
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
の
で
、
適
切
な
管
理
・
点
検
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

　
☎
㉒
８
２
１
７
（
市
役
所
５
階
）

日
田
市
中
小
企
業
融
資
制
度

（
夏
期
資
金
）

■
対
象　
市
内
中
小
企
業
者
で
、
１
年
以

上
同
一
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
人

■
融
資
額　
50
万
円
以
上
４
０
０
万
円
以
内

■
保
証
人　
原
則
、
無
担
保
無
保
証
人

※
法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
を
連
帯
保
証
人
と

し
ま
す
。

■
利
率　
1.7
％
（
変
動
有
り
）

■
保
証
料　
保
証
協
会
が
定
め
る
率

　
（
年
０
・
41
％
〜
１
・
86
％
）

※
市
が
保
証
料
を
全
額
補
助
し
ま
す
。

■
貸
付
期
間　
７
月
１
日
㈬
〜
11
月
30
日
㈪

■
返
済
方
法　

　
期
日
一
括
返
済
又
は
月
賦
均
等
返
済

■
申
込
期
限　
７
月
15
日
㈬

■
申
込
先

　
日
田
商
工
会
議
所
☎
㉒
３
１
８
４

　
日
田
地
区
商
工
会
☎
57
２
９
７
６

問
商
工
労
政
課
地
域
産
業
支
援
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

崖
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転
の

補
助
金
に
つ
い
て

崖
地
の
崩
壊
等
で
被
災
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
危
険
住
宅
の
移
転
を
促
進
し
て
い
ま

す
。
移
転
者
に
は
危
険
住
宅
の
除
却
に
要

す
る
経
費
及
び
代
替
住
宅
の
建
設
・
購
入

に
要
す
る
経
費
を
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借

り
入
れ
た
際
の
利
子
に
対
し
、
補
助
金
を

交
付
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
補
助
内
容

・
危
険
住
宅
の
除
却
等
に
要
す
る
経
費　

　
補
助
限
度
額　
95
万
７
千
円

・
建
設
等
の
た
め
の
借
入
金
利
子
相
当
額

　
補
助
限
度
額　
４
１
５
万
円

■
申
込
期
限　
11
月
30
日
㈪

※
年
度
内
の
事
業
完
了
が
必
要
で
す
。

問
建
築
住
宅
課
住
宅
係

　
☎
㉒
８
２
１
８
（
市
役
所
５
階
）

林
業
現
場
に
お
け
る

安
全
装
備
品
購
入
費
を
助
成

一
定
の
防
護
機
能
を
有
す
る
安
全
装
備
品

の
購
入
費
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

■
対
象
者

伐
木
等
の
業
務
に
係
る
特
別
教
育
を
受

講
し
、
年
間
を
通
じ
て
林
業
作
業
に
従

事
す
る
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
認
定
林
業
事
業
体
…
雇
用
主
と
の
雇
用

契
約
に
よ
っ
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
人

②
一
人
親
方
等
…
労
働
者
災
害
補
償
保
険

に
特
別
加
入
し
て
い
る
人
で
、
加
入
事

務
組
合
等
が
現
に
素
材
生
産
活
動
に
従

事
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
人
、
又
は

素
材
生
産
事
業
の
受
注
元
の
事
業
者
や

加
入
事
務
組
合
が
早
急
に
素
材
生
産
を

行
う
意
欲
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

■
対
象
と
な
る
安
全
装
備
品
及
び
補
助
率

①
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
防
護
衣

　
２
分
の
１
以
内
（
上
限
９
千
円
）

②
安
全
靴
・
安
全
地
下
足
袋
等

　
２
分
の
１
以
内
（
上
限
３
千
円
）

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
林
業
振
興
課
森
林
整
備
係

　
☎
㉒
８
２
１
２
（
市
役
所
３
階
）
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